
農地法第４・第５条許可事務処理のフロー図 

 

 

 

許可申請書提出 

 

 

 

現地調査 

 

 

 

記載内容・添付 

書類の審査 

 

 

 

県農業会議へ諮問 

 

 

 

農業委員会審議 

 

 

 

許可書の交付 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

毎月１０日 申請締め切り 

＊１０日が休日等の場合は前日 

 

 

申請地及び所有農地等の耕作状況を

確認 

締め切り日の翌日 

 

記入内容に誤りがないか、添付書類の

不備がないか審査 

許可条項の確認 

 

 

２８日前後に開催される栃木県常設

審議委員会議へ諮問（30 アールを超

える場合のみ） 

 

毎月２５日前後 

許可・不許可の審議を行う 

 

 

 

許可書を交付 

 

 

＊事務の処理期間は、原則として４０日以内と定めています。 

 


